
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構

共
同
徴
収

　

平
成
27
年
度
よ
り
大
阪
府
域
に
お

い
て
「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機

構
」
が
設
置
さ
れ
、
今
年
度
は
本
市

を
含
む
府
内
36
市
町
村
と
大
阪
府
が

市
税
・
府
税
の
共
同
徴
収
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

共
同
徴
収
の
対
象
に
な
っ
た
人
に
は

順
次
、徴
収
機
構
へ
の
「
引
継
予
告
書
」

を
送
付
し
、
府
・
市
町
村
職
員
に
よ
る

共
同
徴
収
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

問
合
先　

税
務
課

税

税

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税
通

知
書
、
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
を

５
月
初
旬
に
送
付
し
ま
す

　

納
税
通
知
書
が
５
月
中
旬
ま
で
に

届
か
な
い
場
合
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

【
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税

通
知
書
（
土
地
・
家
屋
、償
却
資
産
）】

　

土
地
・
家
屋
を
所
有
の
人
は
面
積
、

評
価
額
、
税
額
な
ど
を
記
載
し
た
固
定

資
産
課
税
明
細
も
添
付
し
て
い
ま
す
。

【
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
】

　

令
和
５
年
１
月
か
ら
「
軽
自
動
車

税
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム
（
軽JN

KS

）」

の
導
入
に
伴
い
、
継
続
検
査
窓
口
で

の
納
付
状
況
の
確
認
に
納
税
証
明
書

の
提
示
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
し

た
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
軽
四
輪

の
継
続
検
査
の
際
に
も
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
を
納
付

後
す
ぐ
に
継
続
検
査
が
あ
る

●
他
市
へ
引
っ
越
し
た
直
後
な
ど

※
継
続
検
査
が
必
要
な
二
輪
の
小
型

自
動
車
は
従
来
通
り
納
税
証
明
書
の

提
示
が
必
要
で
す
。

　

納
税
証
明
が
必
要
な
人
は
、
納
税

通
知
書
に
添
付
し
た
「
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）
納
税
証
明
書
（
継
続
検

査
用
）」
を
検
査
証
と
一
緒
に
保
存

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

※
納
税
証
明
書
欄
に「
＊
」印
が
入
っ

て
い
る
も
の
、
金
融
機
関
な
ど
の
領

収
印
が
な
い
も
の
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
税
務
課
で
納
税
証
明
書
の

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

【
軽
自
動
車
税
を
口
座
振
替
で
納
め

る
人
へ
】

　

金
融
機
関
か
ら
の
口
座
引
き
落
と

し
の
報
告
の
確
認
後
、
６
月
下
旬
に

納
税
証
明
書
を
送
付
し
ま
す
。
５
月

末
か
ら
６
月
下
旬
に
車
検
を
受
け
る

場
合
は
、
送
付
が
間
に
合
い
ま
せ
ん

の
で
、
前
年
度
の
納
税
証
明
書
を
使

用
し
て
納
期
限
の
前
日
ま
で
に
車
検

を
受
け
る
か
、
ま
た
は
軽
自
動
車

税
の
引
き
落
と
し
額
が
記
帳
さ
れ

た
「
通
帳
」
を
税
務
課
窓
口
に
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
確
認
後
、
納
税
証

明
書
を
交
付
し
ま
す
。
な
お
、
軽

JN
KS

で
納
付
状
況
が
確
認
で
き
る

車
両
の
令
和
６
年
度
以
降
の
証
明
書

は
郵
送
し
ま
せ
ん
。

【
軽
自
動
車
税
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ア
プ
リ
で
納
め
る
人
へ
】

（
車
検
時
の
納
税
証
明
書
に
つ
い
て
）

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
の
納

付
は
領
収
証
書
、
納
税
証
明
書
が
交

付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
至
急
必
要
な

場
合
は
、
金
融
機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
の
窓
口
で
現

市税は納期限までに納めましょう
　5月は固定資産税・都市計画税・軽自動車税（種
別割）の納期月です。第１期および軽自動車税の納
期限は5月31日㈬です。納付書裏面に記載の金融機
関（銀行・農協・郵便局など）、コンビニエンスストア、
スマホ決済アプリ、市役所などで、忘れずに納めて
ください。
※口座振替で納付の場合は、通知書の税額が、指定
口座に残っているか確認してください。（領収書証
は送付しませんので、通帳記帳などで確認してくだ
さい。）スマホ決済アプリ、地方税お支払サイトで
納付された場合は、領収証書、軽自動車継続検査用
納税証明書は交付されませんので、必要な場合は、
金融機関またはコンビニエンスストアなどの窓口で
現金にて納付してください。
滞納が続くと…納期限までに納めた納税者との公平を
保つため、督促状を発送し本来納めるべき税額のほか
に延滞金、督促手数料をあわせて納めていただくこと
になります。また、大切な市税を確保するために、滞
納している人の財産（不動産、預貯金、給料など）を
調査し、それらを差し押さえることになります。

金
に
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

税
務
課

　令和5年度から納付書に印刷された地方税統一QRコードを
利用することで、納付書裏面に記載されている取扱金融機関に
加え、全国の地方税統一QRコード対応金融機関や地方税統一
QRコード対応スマホ決済アプリから納付できます。また、ス
マートフォンやタブレット端末、パソコンを使用して、「地方
税お支払サイト」からクレジットカードやインターネットバ
ンキングなどによる納付が可能です。詳しくは、eLTAXホー
ムページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）または地方税お
支払サイト（https://www.payment.eltax.lta.go.jp/）をご
覧ください。全国の地方税統一QRコード対応金融機関は、
eLTAXホームページで、スマホ決済アプリでQRコードを読
取りして納付する場合の対応アプリは、地方税お支払サイト
でご確認ください。（4月以降順次追加されています）
　対象となるのは、地方税統一QRコードの印刷された固定
資産税・都市計画税（償却資産含）および軽自動車税（種別
割）の納付書に限り、かつ納期限内に限られます。再発行依
頼などの当初納税通知書の納付書以外で発送された納付書
にはQRコードを印刷することができないため利用できませ
ん。今後、全国的な制度に合わせて、利用可能科目、納付書
を追加します。
問合先　税務課
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税

大
阪
法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相
続
登

記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　

相
続
に
よ
っ
て
不
動
産
を
取
得
し

た
相
続
人
は
、
そ
の
所
有
権
を
取
得

し
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
相
続
登
記
の
申
請
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
（
正
当
な
理
由
が
な

く
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
10
万
円

以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
）。

　

今
な
ら
相
続
登
記
の
免
税
措
置
も

拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
今
の
う

ち
か
ら
、
相
続
し
た
土
地
・
建
物
の

相
続
登
記
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
登
記
の
手
続
は
、
専
門
家

で
あ
る
司
法
書
士
へ
依
頼
す
る
こ
と

も
併
せ
て
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

大
阪
法
務
局
岸
和
田
支
局 

（
☎
４
３
８
・
６
５
０
１
）

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
来
署
に
よ
る
相
談
の

事
前
予
約
の
お
願
い
】

　

電
話
で
の
相
談
が
困
難
な
内
容
に

つ
い
て
は
、
所
轄
の
税
務
署
に
お
い

て
面
接
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
面
接
相
談
を
希
望
す
る
人
は
、

▲納税の窓口

▲新制度
について

都市計画税って何ですか？
　都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業
に要する費用に充てるために課税される目的税で
す。例えば、街路や公園の整備、下水道の普及、駅
前再開発など、泉佐野市全体の都市環境を整備する
ために使われています。
令和3年度都市計画税収入額…14億5,386万円
【都市計画税の使いみち】　
　令和3年度は熊取駅西地区整備事業、泉佐野土丸
線整備事業、下水道整備のため下水道事業会計繰出
金事業、都市計画事業の公債費償還にそれぞれ充当
しました。 （単位：万円）

事業名 事業費 充当額
熊取駅西地区整備事業 3億2,980

14億5,386

泉佐野土丸線整備事業 4億7,236
下水道事業会計

繰出金事業 14億6,475

公債費償還事業（元金） 3億1,930
公債費償還事業（利子） 5,609

合計 26億4,230 14億5,386

減免制度
問合先　税務課

【固定資産税】収入が少ない高齢者などが所有する居住用
資産（土地・家屋）のうち、一定の要件を満たすものに減
免制度があります。詳しくは広報4月号をご覧ください。
申請期限　納期限（今年度第1期分は5月31日㈬まで）
必要なもの　令和5年度固定資産税納税通知書、「マイナ
ンバーカード」または「本人確認書類（通知カードと運転
免許証など）」

【軽自動車税】次の軽自動車などには減免制度があります。
●身体などに障害を有する人が所有している
●生計を同じくする人が所有し、身体などに障害を有する
人のために使用している
●専ら身体障害者などの利用に供するための構造のもの
申請期限　納期限（5月31日㈬まで）
必要なもの　身体障害者等の手帳、主に運転される人の運
転免許証、納税義務者の「マイナンバーカード」または「通
知カードと本人確認書類（運転免許証など）」
※番号法施行に伴い、各々の減免申請書に
「個人番号」（マイナンバー）の記載が必要
です。

固
定
資
産
税

よ
く
あ
る
疑
問
に
答
え
ま
す

Ｑ
．
今
年
、
固
定
資
産
税
が
急
に
高

く
な
っ
た
の
で
す
が
、
な
ぜ
？ 

Ａ
．
昨
年
度
と
比
べ
て
税
額
が
高
く

な
る
の
は
、
様
々
な
理
由
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
よ
く
あ
る
例
は
次
の
と
お

り
で
す
。

●
家
屋
の
新
築
後
何
年
か
経
っ
て
、

新
築
住
宅
の
軽
減
措
置
の
適
用
期
間

が
切
れ
た
場
合
（
軽
減
期
間
：
一
般

住
宅
は
新
築
後
３
年
度
分
、
マ
ン
シ

ョ
ン
な
ど
中
高
層
耐
火
住
宅
等
は
新

築
後
５
年
度
分
）

●
前
年
中
に
新
た
に
土
地
や
家
屋
を

取
得
し
た
場
合

●
土
地
の
現
況
が
変
わ
っ
た
場
合

（
農
地
を
宅
地
に
し
た
な
ど
）

問
合
先　

税
務
課

大
阪
府
か
ら
の
お
知
ら
せ

〜
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

納
期
限
は
５
月
31
日
㈬
で
す
〜

　

府
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理

金
融
機
関
ま
た
は
収
納
代
理
金
融
機

関
、
府
内
の
郵
便
局
、
府
税
事
務
所
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

納
付
書
の
表
面
に
印
字
さ
れ
て
い
る

「
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」
に
対

応
し
た
金
融
機
関
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
決
済
ア
プ
リ
、「
地
方
税
お
支
払

サ
イ
ト
」
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
、
ペ
イ
ジ
ー
納
付
な
ど

も
可
能
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

平
日 

午
前
９
時
〜
午
後

５
時
45
分
に
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
（
☎
０
５
７
０
・
０
２
０
１
５

６
）
へ

※
一
部
の
Ⅰ
Ｐ
電
話
な
ど
で
つ
な
が

ら
な
い
場
合
は
（
☎
06
・
６
７
７
６

・
７
０
２
１
）
へ
。
詳
し
く
は
府
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

所
轄
の
税
務
署
に
電
話
で
相
談
日
時

を
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。予
約
の
際
、

名
前
・
住
所
・
相
談
内
容
を
伺
い
、

相
談
日
に
お
持
ち
い
た
だ
く
書
類
な

ど
を
お
伝
え
し
ま
す
。

問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署

（
☎
４
６
２・
３
４
７
１
）

QRコードは㈱デン
ソーウェーブの登録商
標です。
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